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依植された内容   

生活保護に特化した内容でなく  

退院促進に必要な要素、判定点、退院後の注意点などについて医学的な観  
点からのコメント  

さわ病院では退院促進と意識したことはない  

一 病院で退院を考えるのは当たり前  

一単に社会復帰の促進  

－「退院促進」は住む場も地域の理解への努力も入っていなかった  

豊中市で過去5例トライ  

一成功した2例は豊中に住居があったが他市の病院入院患者  

－3年たった今も退院がためらわれていたら促進事業が続けられている  

一最近新たに成功したというのはこれまで母が同居をといいながら何度も流   

れた人が家屋の都合がついて同居となり退院となって終了としているだけ   

で、退院後の自宅生活でのリスク管理（タ／くコの小火、怠薬による症状再   
燃にともなう包丁隠しなど）、母亡き後の計画はない  

April，23，2007  
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病院の入口と出口  

・入口   

ー救急態勢  

・これは重症者を退院させるほど地域医療のバック  

アップとして重要  

・出口   

一社会復帰システム  

Apr‖，23，2007  

病院の出口  

・社会復帰システム  
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精神障害者が地域生活を送るための  

4つの要素  
・住まう場  

社会復帰施設、グループホーム、アパートなど  

・活動する場とプログラム  

デイ■ケア、ナイトケア、デイ・ナイトケア、グルー   
プワーク、作業所、授産施設、福祉工場、一般就労  

・サポートする人々とその連携  

専門家、ボランティア  
・地域の人々の理解と受容  

自然なふれ合いの中でできる  

小さなトラブルは役立つが、大きなトラブルは後退  

させる  

4つの要素は全部必要！  
April，23，2007  

住まう場  

旧社会復帰施設  
一福祉ホームA，B  

一生活訓練施設  

自立支援法施設  

－ケアホーム  

ーグループホーム  

・アパートなど・・・同居者は同一世帯とみな   

されて扶助は目減り  

April，23，2007  6   
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地域の中の病院である  

ための責任性  
・患者への責任   

一精神科救急医療、継続医療  

・地域医療への責任   

一精神科救急医療   

一認知症対応  

・地域安全への責任   
一火災   

一事故への責任？  

・通院患者の転落  

・退院直後の患者の事故  

April，23，2007   

活動する場とプログラム  

・デイ・ケア、ナイトケア、デイ・ナイトケア  

・グループワーク  

・作業所  

・旧社会復帰施設   

一授産施設、福祉工場  

・自立支援法施設   

一就労移行、就労継続  

・一般就労  

最低賃金程度をもらえるレベルの人でも雇ってもらいにくい  

最低賃金を出せないレベルの人は、それ以下の賃金では納得しない  

April，23，2007  8   
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新たなる活動する場  

・支えられる人から支える人へ   

－セルフエステイームの向上  

・活動内容   

一高齢者のための食事宅配サービス  
・セルフエステイーム向上  

・給与が入る  

・地域の受容が高まる  

・高齢者の見守リ   

ー老人デイケアでのボランティア   

ーヘルパー研修を経てヘルパーヘ  

April，23，2007  

サポートする人々とその連携  

Ap州，23，2007  10   
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さわ病院でのサポート体制  

妨間者建開始一病棟看誅婦に継続看護として開始  

外来患者への食事実費サービス開始  

緊急一応急・救急指定病院へ  

妨間看護ステーション開設（24時間態勢）  

ライフサポート（グループホームヘルパー）開設  

地域生活支援センター開始  

・ ＄70414  

・ 8＄092＄  

・ 911201  

・ 950419  

・ 97032l  

・ 991001  

（現在の地域活動支援センター）  

・000401 地域保健福祉総合サービスセンター開始   

・その他 デイケア、居住施毀のスタッフも連携してサポート   
・95年5月から医師も2人当直で必要に応じて夜間も訪問看護と連携  

してアウトリーチも可能   

生活者だけなら日中サービスでほぼ足りるが、疾病を持った生活者  
では、疾病部分が大きくなるほど24時間サービスを必要とする  

Ap州，23，2007  11  

訪問看護とデイケアの  

社会復帰への効果  
例1  肋間書輝美施前  坊間書護実施後  

綱壬2の闊査方法   

デイケアか肪問書護を実施する1椚こ入院のあった患者について、退院後デイケアか肋間看護を実施した期間（2ケ月以内・  

空白は連続と見なした）と同じ期間を実施前に遡って、実施前磯の入院期間合計、入院回数、1回当りの入院期間を数え  

各人の入焼期仰合計、入院回数あるいは1回当りの入院期㈹lこついて実施憫の儀に対する実施後の債を比で出し平均儀と：  

準誤差を求めた（但し実施後入鹿の九かった患者については1回当りの入院期間を0日とした）。  

椚査2結果  

件 数  入院日数計  入院回数  入院日数／回   

デイケア  128   0．67士0．19★   0．55士0．08★★  0．48士0．13★   

肋間書覆  113   0．17士0．06★★  0．32士0．06★★  0．14±0．04★   

★p＜0．05 …p＜0．01  Mo a n士＄EM  

12   
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地域の理解と受容  

April，23，2007  13  

精神医療の敷居を低く   

・精神病院らしくない病院から病院らしくない   

病院へ  

・地域の人々を引き込む病院へ   

一季節行事   

－タクシー乗り場、ATM  

・地域の人々になくてはならない病院へ   

一介護保険関係  
・介護講習  

・食事宅配サービス  

April，23，2007  14   
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さわ病院で考えた  

「障害ある人が地域で生活をするための6要素」   

今後地域で障害ある人が生活するには：  

①栄養管理（食事）  

②経済管理（金銭の管理）  

③生活リズム管理（睡眠と日中の過ごし方－もともと  

テレビを見たりごろごろしている人はそれもよしとして）  

④保清（掃除、洗濯、入浴）  
⑤治療管理（服薬）  

⑥対人関係（自閉なら自閉なりにその人なりの対人距離  

を認めたとして）  

の6項目を考える。  

April，23，2007  15  

“しやかいふっ ぎ’の構成   

・し：しやかい的行動（強い不安や恐怖を与える非社会   
的行動と反社会的行動が無いこと、どこへ行ってしま   
うかわからないことはないことでスクリーニング）  

・や：やりくりを意味する経済管理  

・か：かつどうを意味する生活リズム管理  

・い：いんしょくを意味する栄養管理  

・ふ：ふくやくを意味する治療管理  

・つ：つきあいを意味する対人関係  

・き：きれいさを意味する保清（掃除、洗濯、入浴）  

Ap州，23，2007  16   
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“しやかいふつぎ’からみた居住施設  

ケアガイドラインに基づく  

精神障害者ケアマネジメントの進め方  
一各項目の個別評価基準－   

1自立生活能力  
・ 8．身のまわりのこと（パーソナルケア）  

－ a－1必農な食事をとること  

－ 8－2 生活リズム  

ー 8－31一人ヰ生・みだしなみ  

＿ a－4清掃やかたづけ、洗濯  

－ a－5 金銭管理  

・ b．安全の管理  
－ b－1火の始末  

＿ b－2 大切な物（財布・印t・■・重要な書  
類・自分の大切にしているもの）の管理  

c．鵬の書理  

－ C－1服薬管理  

－ C－2 身体♯tの管理  
・ d．社会董濃の利用  

－ d－1交通機関の利用  

＿ d－2 公共機関・金■機関の利用  

－ d－3 t静の利用  

・ 朋  
－ ○－1協■性（主に、＃族以外との開係につ  

いて騨優）  

－ ○－2 自発性  

＿ ○－3 となり近所との付き合い  

－ ○－4 友人専との付き合い   

April，23，2007  
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f．社会的役割・時Ⅶの活用  

－ ト1自分なりの社会的役割を持つ  

－ ト2趣味・空いた時間の過ごし方  

2 緊急時の対応  

時の対応  
－ g－1心配ごと（ストレスを受けた場合）の相鉄   

－ g－2 悪化時の対処  

3 t巳慮が必要な社会行動  

h．丘虞が必重な社会丘勤   

－ h－1会館の不適切さ   

－ h－2 マナー   

ー h－3 自殺ないし自傷の念■や行為  

一 h－4その他の社会的適応を妨げる行動  

18   



“しやかいふっぎ’の構成  
・し：しやかい的行動（強い不安や恐怖を与える非社  

会的行動と反社会的行動が無いこと、どこへ行っ  
てしまうかわからないことはないことでスクリーニン  

グ）  

・や：やりくりを意味する経済管理  

・か：かつどうを意味する生活リズム管理  

・い：いんしょくを意味する栄養管理  

・ふ：ふくやくを意味する治療管理  

・つ：つきあいを意味する対人関係  

・き：きれいさを意味する保清（掃除、洗濯、入浴）  

ケアガイドラインに基づく精神障害者ケアマネジメントの進め方の各項目の個別  

評価基準の内医療的なもの、退院後でいいものを除くと上記7つになる  

April，23，2007  19  

ケアガイドラインに基づく  

精神障害者ケアマネジメントの進め方  
一各項目の個別評価基準－  

飢対人吸塵  

○－1協椚性（主に、家族以外との関係について辞儀）  

○－2 自発性  

○－3 となり近所との付き合い  

○－4友人等との付き合い  

f脚時間の活用  
ト1自分なりの社会的役割を持つ  

f－2趣味・重いた時間の遇ごし方  

・2 緊急時の対応   

急騰の対応  

g－1心配ごと（ストレスを受けた場合）の相鉄  

g－2 悪化時の対処  

・3 配慮が必婁な社会行動   

h∴EA鯉必壬生社会丘曲  

h－1会括の不適切さ  

h－2 マナー  

h－3 白組ヽし自■の念■や行為  

h－4その他の社会的儀応を妨げる行動  

20   
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・1自立生活能力  

争．㈱  
a鵬1必要な食事をとること  

a－2 生活リズム  

8－3 個人衛生・みだしなみ  

さ－4清掃やかたづけ、洗濯  

さ－＄ 金融管理  

b．安全の管理  

b－1火の始末  

b－2大切な  
鞠（財布・印鑑・■・土筆な暮類・自分の大切に  

）の管理  

c－1服薬管理  

c－2 身体健康の管理   

d．社会童混の利用  

d－1交通機瀾の利用  

d－2 公共機関■金融機解の利用  

d－3 葛篭舌の利用  

April，23，2007  



ケアがイドラインケアアセスメントーし  

☆：人に物に対する暴力、敵意的な社会的交流、妄想に基づくと  

思われる奇妙な行動、状況にふさわしくない大声を出す、放浪癖、  
過度な潔癖症、強いこだわり、電話の乱用、性的逸脱  
行動、世間でひんしゆくをかうような行動、等  

April，23，2007  21  

日精協版 しやかいふつき－し  

（D住まう囁  

②日中の活動  
③専門職のサポート  

22   Aprit，23，2007  
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日精協版 しやかいふつき－や  

Åprit，23，2007  23  

日精協版しやかいふつき－か  

Apr軋23，2007  24   
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日精協版 しやかいふつき－い  

Apr‖，23，2007  25  

日精協版 しやかいふつき－ふ  

1）薬の必要性を理解しており、適切に自分で管理している。   ①1人位まい  

②一般就労  
③なし   

2）藁の必要性は理解しているいないにかかわらす、時に飲み忘れるこ  （Dl人位まい   
ともあるが、助言が必要なほどではない。（遇に1回以下）   ②一般就労、福祉工場  

③なし（あるいは訪問看護）   

3）藁のあ要性は理解しておらず、時に飲み忘れるので助言を必要とす  （か日中ケアのある住居   

る。（週に2回以上）   ②福祉工場～作業所  

（診新開看護   

4）飲み忘れや、飲み方を間違えたり、拒薬、大t服薬をすることがし  ①24時間ケアのある住居   
ぱしばある。強い助言や援助（場合により子ポ剤使用）、さらに、  ②デイケ丁、作業所   

薬物血中濃度モニター管理を必要とする。   ③訪問雷護   

5）助書や援助をしても服薬しないか、できないため、ケア態勢の中で  ①入院（デホ●で24時間ケ丁のある住居も   

与藁を行ったり、デポ和が中心となる。さらに、薬物血中濃度モニ  可）   

ターは不可欠である。   ②作業療法、デイケア  
③－、訪問診療、訪問看護   

April，23，2007  26   
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日精協版 しやかいふつき一つ  

April，23，2007  27  

日精協版しやかいふつき－き  

1） 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、蕾替え等を自主的に問題なく行ってい  ①1人住まい   
る。必要に応じて（週に1固くらいは）、自主的に綿瞼やかたづけがで  ②一般就労   

きる。TPOに合った服装ができる。   ③なし   
2） 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等をある程度自主的に行ってい  ①1人住まい   

る。回数は少ないが、自室の清掃やかたづけをだいたい自主的におこな  ②福祉工場～一般就労   

える。   ③叫八○－、訪問看護   
3） 個人衛生を保つためには、週1回程度の助言や援助が必要である。自主  ①日中ケアのある住居   

の清掃やかたづけについて、遇1回程度助眉がなければ、ごみがたま  （訃険産施層   

り、部屋が乱雑になる。   ③へかl●－、訪問看護   

4） 4）■人衛生を廉つために、強い捷助や助言を必要とする。自重の清掃  ①24時間ケアのある住居   
やかたづけを自主的にはせす、いつもごみがたまり、部屋が乱雑lこな  ②デイケア、作業所   

り、強い助言や援助を必要とする。   ③叫∧○－、訪問看護   

5） 5）助言や援助をしても、■人衛生を保つことができず、自重の清掃や  ①入院   

かたづけを、助言や援助をしてもしないか、できない。   ②作業療法  
③－   

April，23，2007  28   
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医師意見書  （2）■柵■汁疇虎杖の宥■   

【コ有 √症状名  ）コ無   

一宿の場合）→Lせん妄  コ懐眠傾向 コ幻視・幻聴［］妄甥   □失見1旦撫   □失認 コ失行  

仁鰭知障害 コ記憶障害（短斯、長期〉 □注意障凛 口達㌻テ機能障害 ＝杜会的行動障錮  

ロその他‡    ）  

・専門【矢受診♂沌無コ有（   ）⊂吐  

くてんかん＞   

コ毛    □書   
（もげ）場合）－ ⊂線度（コ眉l同以仁＋L川1lロ1以⊥ ロ年1鳳以ト）  

机き腕（□才一∩を）身畏＝  ロ体色  kg（過去6ケ月J〕体重の変化 D増加□維持［］減少  

コ四肢欠損   （部イ在   性璽 口軽 コ中 ロ重1  

「麻ヰ   
コ 左卜賎（松庵 口軽 □1】［〕璽）  コ ノ⊥下肢（楕度 □帽；し」午「［二塵   

コ 右ヒ肱（程度 口軽 口中 し」束）  ロ ム下肢 し程痩 口軽 □q」＝皇）   

二」その他  〔恥位   程璧 コ畔 口中 ＝亀〉  

＝筋力爪低下   （瓢位  粗度 【］鞋 コ中「1重 

口l猟師の拘緒   

コ 屑闇部 コも   
＝ 股間農 コ右   

亡 肘関節 □右   
口 跡関節 じ右  
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1 ■■ヒ■する暮1  

□その他（郵相  

□関節の痛み   （部佗  

□失桝・†、随意運動・⊥眩  

・体幹  
・下肢  

⊂禰瘡  （部†立  

コその他〝〕皮書疾患（訂正  

ヱ 特別な臣轟（現在、定職的に、あるいは■回に受けている匿★）  

間  口点欄の哲理   こ中心静脈架養   口透析  ロストーマの処置 □酸素諌汰  
ロレスビレーークー  E気管切開の処置   ○窪璃即看護口軽管楽♯（阿ろう）  
□吸引処欄（国数   回／日．コ 時的  コ経線的 

嵐墜通過皇 ロモニター測定吐乳心乱酸素飽和廣等j ⊂禰釦）処置  

5 その餉≠Rすべ蕾■欄   

陣富樫度区分盟定やサービス村用計画作成に必智な医学的なご意見等をご記 して1・さいゝ なお、専門医等に別途  

息欒。を求めた地合はその内察、結果l〕記載して下きい。（情報提供讐や身体障害者申請診断書の写」等を添付して浦  

し、ても結構で十）  コカテ一子ル（コンド【ムカテ【テノ・′、留置カテーテル等1  

3 心身の状鷺に■する霊1  

（1）行地上の■書の事■（駄当する礪白全てチェック 

絹の場合）→□昼夜逆転  □暴言  こ♯行 「介護へソ）抵抗 口許掴  つ精神症劇・能力障害 帖評価 （精神症状， 能力障害， ）く判定時期 平〉戌  年  月 

○月活障害評価 （食事．  生活リズム．  保靖．   金域管理．   服薬管理 
〈拝★隷書の1能絆t〉  社会的遥応を抑ナる行動 ）欄J断時期 平成  早  射  

口火の不軸溝 口不潔行為〔頂食 ⊂惟的行動問題   コその他（  

医師意見書の中の生活障害評価が   

障害程度区分を引き上げた  

・5．その他特記すべき事項  
・  〈精神障害の機能評価〉  

・○精神症状・能力障害二軸評価：（精神症状；  能力障害；  ）   

〈判定時期 平成  年  月〉  
・○生活障害評価：（食事；  生活リズム；   

金銭管理；  服薬管理；  対人関係；   

妨げる行動；  ）〈判断時期 平成  年  月〉  
●  

保清；  

社会的適応を  
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